
公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物品役務等の名称、数量
本学契約者の職名、

氏名、所属部局、住所
契約締結年月日 契約相手方の氏名、住所 随意契約によることとした根拠規定の条文、理由 予定価格（円） 契約金額（円） 落札率

再就職の
役員の数

備考
（単価契約の場合
は総額を記載）

㈱エリオニクス製　超高精度電子線描
画装置（ELS-G125S）電子銃交換等業
務

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月6日
株式会社エリオニクス　代表取締役社
長　七野実、東京都八王子市元横山町
三丁目7番6号

契約細則第40条第1号、メーカーが他の代理店を
通すことなく直接業務を行っているため。

－ 7,996,494 － －

片平まつり2023運営支援業務
理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月12日
株式会社テレモアドットコム　代表取締
役　遠藤誠、宮城県仙台市青葉区一番
町二丁目８番１０号

契約細則第40条第6号、企画競争により提案を
審査し決定したため。

－ 6,989,400 － －

25T無冷媒超伝導磁石低温リーク補修
業務　一式

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月13日
東芝エネルギーシステムズ株式会社
新技術営業部長　芝野典宏、神奈川県
川崎市幸区堀川町７２番地３４

政調細則第10条第1項第3号、本業務を実施でき
る唯一の業者であるため。

－ 56,100,000 － －

東北測器㈱製　シリコンスラッジ原料加
熱槽　TH-FUK-5010　二式

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月13日
東北測器株式会社　代表取締役　細界
守明、宮城県多賀城市中央三丁目３番
２９号

契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
ことなく直接販売を行っているため。

－ 5,999,840 － －

事務業務システム基盤運用支援業務
理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月21日
イデア・コンサルティング株式会社　代
表取締役社長　豊田浩一、東京都千代
田区神田松永町１９番地

契約細則第40条第1号、相手方が構築した非開
示の管理者情報に係わる業務であるため。

－ 13,002,000 － －

（蘭）FEI Electron Optics社製　透過電
子顕微鏡　TitanCubed G2　保守業務

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月24日
日本エフイー・アイ株式会社　代表取
締役　吉原辰也、東京都品川区東品川
四丁目１２番２号

契約細則第40条第1号、日本法人が他の代理店
を通すことなく直接サービスを提供しているた
め。

－ 9,189,400 － －

（伊）スティールコ社製　自動洗浄・除
染・乾燥装置等の点検業務

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月25日
株式会社シバタインテック　代表取締
役社長　柴田清孝、宮城県仙台市若林
区卸町二丁目１１番地３

契約細則第40条第1号、宮城県唯一の販売代理
店が他の代理店を通すことなく直接販売を行って
いるため。

－ 12,345,300 － －

㈱中村鐵工所製　高気圧酸素治療装
置点検調整業務

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月26日
株式会社中村鐵工所　代表取締役　中
村研治、東京都江東区亀戸一丁目４３
番地１号

契約細則第40条第1号、メーカーが他の代理店を
通すことなく直接業務を行っているため。

－ 6,710,000 － －

First In Human臨床試験実施に必要な
非臨床安全性試験（非げっ歯類毒性試
験）における委託業務

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月27日
シミックファーマサイエンス株式会社
代表取締役　望月誠一郎、山梨県北杜
市小淵沢町１０２２１番地

契約細則第40条第1号、継続業務であり、治験に
おいては外部委託機関を変更しないことが治験
自体の正当性を担保するものであるため。

－ 35,200,000 － －

営業DXソリューションサービス
（FORCAS）ライセンス

理事　植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和5年7月31日
株式会社ユーザベース　代表取締役
佐久間衡、東京都千代田区丸の内二
丁目５番２号

契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
ことなく直接販売を行っているため。

－ 5,940,000 － －

※ 「予定価格」および「落札率」欄の「－」の記載については、予定価格の作成を省略したもの、または予定価格を類推させるおそれ若しくは本学の事務または事業に支障を生じるおそれがあるために公表しないもの。

※ 「再就職の役員の数」欄の「－」の記載については、契約相手方が文部科学省所管の公益法人に該当しないため公表を必要としないもの。

※ 「契約細則」とは国立大学法人東北大学契約事務取扱細則をいう。

※ 「政調細則」とは国立大学法人東北大学政府調達契約事務取扱細則をいう。
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